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112 計量法の一部を改正する法律
121 恩給法等の一部を改正する法律
122 

244 
254 
259 
263 

令

昭和40年 度における旧令による共済組合等
からの年金受給者のための特別措置法等の
規定による年金の 額の改定に関する法律等
の一部を改正する法律

恩給給与規則の一部を改正する政令
学術奨励審議会令の一部を改正する政令
所得税法施行令の一部を改正する政令
予算決算及び会計令臨時特例及び失業保険
特別会計法施行令の一部を改正する政令

府 令
〔総理府〕
34 思給法等のー部を改正する法律の施行に伴

7. 1 号外84
7. 8 

今

7. 8 
7.18 
7. 19 

7.21 

報 第 8 0号

う恩給年 額の改正手続等に関する総理府令 7. 8 
省 令

〔文部省〕
35 学校教育法施行規則の一部を改正する省令 7. 1 

外85
36 就学義務猶予免除者の中学校卒業程 度認定

規則
3 7  大学設置基準の一部を改正する省令
38 理斜教育振興法施行規則の一部を改正する

省令

グ

// 

7.28 
号外92

〔大蔵・文部・厚生・農林・運輸・郵政・自治各省〕
1 通算年金通則法の規程による通算対象期間

の確認に関する省令のー部を改正する省令 7.29 
規 則

〔人事院〕
1- 4 現行の法律， 命令及び規則の廃止の一部

を改正する規則 7 .11 
9-13 休職者の給与の一部を改正する規則 // 

16- 0 職員の災害補償の一部を改正する規則 。

訓 令
〔文部省〕
22 文部省所管国有財産取扱規程の一部を改正

する訓令 7. � 号外8
23 文部省本省職員勤務評定実施規程の一部を

改正する訓令 // 

告 刀Z

〔文部省〕
259 大学の設置認可申請等の手続に関する細則

の一部を改正する件 7. 29 
官庁報告

〔内 閣〕
昭和40年度第2・4半期における国庫の状
況報告

〔文部省〕
学位授与

学 内 規 則

富山大学債権管理事務取扱要項の

一部改正

号
7

外·�j
7.30 

号外98

富山大学債権管理事務取扱要項の一部を改正する要項を
次のように制定する。

間和41 年7月1 1日
富山大学長 横田嘉右衛門

富山大学債権管理事務取扱要項の一部を改正
する要項

富山大学債権管理事務取顕要項〈昭和32年7月1日制定〉
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一

約担当官は」に改める。
同3 C Iヲの本文をa とし，aの次に次の事項を加える。
b 資金前渡官更は， 支払の結果過払または誤払を知っ

た ときは， 当該年 度を経過したものについては， aに
準じて通知するものとする。

支出官は， 支払の結果過払または誤払を知ったとき
は， 当該年 度を経過したものについては， aに準じて
通知するもの とする。

同3 C Iワの本文を次のように改める。
債権発生等通知書は省略する。 ただし， 「国の債権の管

理等に関する法律及びとれに基く命令の実施について〈昭
和32 年蔵計第105号の第 2 通牒〉」に定める ところにより，
当該係等聞の連絡を密にするものとする。

同3 C Iカc' 3 c Iョ及び3 c 2 ］［イbの本文中「製
品売払代債権」を「延滞金債権」に改める。

同4A1 の（ 〉 中「規則」を「債権管理事務取扱規則
（昭和31 年大蔵省令第 8 6号。以下 「規則」 という。〉 」に改
める。

同4A3 中「（司｜｜令， 別紙第3 ' 4号様式）」を「（訓令，
別紙第 3 ' 4' 5 号様式J」に， 4A4中「（訓令， 別紙第

5号様式）」を「（訓令， 男II紙第 6 号様式）」に改める。
同 5 の本文中「政令第8 6号」を「国立学校の授業料債権

等に係る納入の告知の特例に関する政令（昭和32 年政令第
63 号〉」に改める。

別表第1及び別紙第3 �子書式を別紙のように改める。
別紙第11 号の 2 書式及び別紙第1 2 号書式中「一般会計」

を「国立学校特別会計Jに， 「文部省主管」を「文部省所
管」に改める。

附 則
乙の要項（改正〕は， 昭和41年7月11 日から施行する。

c 

の｝部を次のように改正する。
目次中3C Iハを削り， ニをハに改め， ハの次に次の事

項を加える。
ニ 不動産売払代債権
本則中lの本文中「関係法令」を「国の債権の管理等に

関する法律（昭和31 年法律第114号。 以下「法」という。〉そ
の他の関係法令」に改める。

同3Aの本文中「債権管理法第1 2 条」を「法第1 2 条」に
改める。

同3 C I Cおよび3 C Iロa 2 の本文中「編入学， 転入
学， 再入学および学土入学」を「編入学， 再入学および転
入学」に改める。

同3 C Iイfの本文中「訓令第4号書式Jを「文部省債
権事務取扱規程（問和32 年文部省訓令。 以下「訓令」 とい
う。〉第4号書式」に改める。

同3 C Iハを削り， ニをハに改め， ハの次に次の事項を
加える。

不動産売払代債権
契約担当官ば， 不動産の売払契約を締結した とき

は， 別紙第 1号書式の債権発生等通知書により債権
管理官に通知するもの とする。

b 不動産売払代債権の通知内訳書は， 別紙第4 号の
2 の 2 書式による。

同3C Iホの本文を次のように改める。
不動産売払代債権の取扱いに準ずる。
同3 C Iへ及び卜の本文中「「製品売払代債権」を「不

動産売払代債権」に改める。
同3 c Iチcただし書中「公務員宿舎施行規則第14条」

を「国家公務員宿舎法施 行 規則（昭和34年大蔵省令第105
号〉 第14条Jに改める。

同3 c I!しの本文中「学長または関係学部長は」を「契

第8 0号

a 

学 生
一 般 学 生
大学 院 学 生
短 大 学 生
幼 稚 園 児

新入 学 生
一 般 学 生
専攻糾学生
専 攻 生
大学 院 学生
短 大 学 生
聴 講 生
研 究 生

債権発生等通知（報告）義務者一覧表
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長 ｜ 会計課， 学生課 ｜前年度3月末日現在｜

会計謀， 学生課， 会計係 ｜ グ ｜ 
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一
一

入

学

検

学

検

定

料

債｜定

料権

報
幼 稚 園 児｜附属幼稚園 長｜附属学校事務室

転入学，編 入 学 1 1新 入 学生の取扱
再入学， JJいと同じ l 
休 学，退 学 11 i I i新入学生に同じ i除 籍 ， 復 学 ！ J l 
免 除｜学長，短大学長i厚生課，短大学務係徴 収 猶 予l // I グ
新 入 学 生 ｜ 

一 般 学 生｜学 長｜会計課，学生諜
専攻和学 生！ // I 。
専 攻 生i // I // 

大学院学 生l // ｜会計課，学生課，会計係
短 大 学 生｜短 大 学 長｜短大学務，総務係
聴 講 生｜関係学部長｜関係学部学務，会計係
研 究 生｜ 。 ｜ 。

幼 稚 園 児｜附属幼稚園 長｜附属学校事務室
転入学，編入学 ！ 1新入学生の取扱
再入学， ! Jいと同じ

昭和41 年7月
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）契約または名簿の更
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報
別紙第4号の 2 の 2 書式

通

富山大学建築委員会規程の一部改正

富山大学建築委員会 規程の一部を改正する 規程を次のよ

うに制定する。

昭和4i年7月22日
富山大 学 長 横田嘉右衛門

富山大 学建築委員会 規程の一部を改正する規程

富山大 学建築委員会 規程（ 昭和29年2月26日制定〉 の一

部を次のように改正する。

第4条第1項第5号及び第6号を1号ずつ繰り下げ， 第

4号の 次十こ次の1 号 を 加える。

(5）会計課長
附 則

乙 の 規程 〈改正〉は ， 昭和41 年 7月22 日 から施行する。

富山大学教育学部規程の一部改正

富山大 学 教育学部規程の一部を改正する規程を次のよう

に制定する。

昭和41 年 7月 22 日
富山大 学 長 横田嘉右衛門

富山大学 教育学部規程の一部を改正する規程

富山大学 教育学部規程（昭和27年4月18日制定〉の一部

を次のように改正ずる。

第6条第3項を次のように改める。

3 学生は， 前 2 項のほ力、特別研究を履修しなければなら

ない。

第1 8条を第20条とし， 第15条から第17条までを2条ずつ

繰り下げ， 第14条の次に次の2条（見出しを合む〕を加え

る。

（教育専攻制〕

第15条 教育専攻糾に 入学することのできる者は， 学則第

59条に定めるもののうち， 小学校， 中学校若しくは幼稚

園教諭の ｜ 級普通免許状ま たは高等 学 校教諭2 級普通免
許状のい ずれかーを有司るものでなければならない。

昭和4 1年7月

備考

第16条 教育専攻斜学生は， 別表Vの定めるとζろに従

い， 別表VIの授業利目について合計30前位以上履修しな

ければならない。

附 員｜！
との規程（改正〉は， 昭和4 1年7月22日から施行し， 昭

和41年4月1 日 から適用する。

別表刊

;f5j日

教

育

＂芋

t 五日

教育専攻料開設 授業斜 目および単位

授 業 税 目 ｜ 単脚位 IJZ単「5位 llifつ数0 
教 育哲学 特 論 2 2 

現代 教育思想 2 2 

教 育史特論 I 2 2 

教 育史特諭 E 2 2 

教育方法学特論 I 2 2 

教育方法学特論 ]f 2 2 

教育方法学特論 llf 2 2 

教 育社会 学特論 2 2 

教 育 学 演 習 2 

教 育制 度特 論 2 2 

教 育行政特論 2 2 

社会 教 育特 論 2 2 
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諸 之〉、
二v:; 議

第4回 評 議 会 (7月22日〉

〈議 題〕

1. 富山大学教育学部規程の一部改正（案）について

2. 富山大学建築委員会規程の一部改正（案）について

3. 昭和42年度富山大学入学者 選抜方法のうち， 学力検査

4・

美術税教 育演習 2 

美術糾教育実技 2 

教 保健体育斜教育特論 4 

保健体育料教育演習 2 

保健体育斜教育実験実習 ｜ 2 

家 庭糾教 育特論 4 

家庭糾教育演習 2 

家庭糾教育実験実習 2 

技術糾教育特 論 4 

技術料教 育 演 習

技術事1教育実験実習

実施教糾・制目について

4. 悩利42年度富山大学入学者選按方法学力検査問題作成

主任委員の選考について

5. 文理学部改組問題の手直しについて

6. 工学専攻斜生産機械工学 専攻の概算要求追加について

7. 昭和41年度判別界給定数配分（案〉（教官分〉につい て

8. 騒音防止について

人 事 異 動

現 官 職

教 育 学 部
事務長補佐

薬 学 部
庶 務 係 長

｜氏 名

孟

語

異 動 内 容 ｜発令年月日｜
富山大学経営短期大学部事務長に昇任させる i 41 7. 1 I 
教育学部 事務長補佐に昇任させる I ij 

事務員（ 経営短期大学部 〉に採用する I 41 1 .1s 1 
講師に昇任させる iτ7:1寸
富山大学経済学部に転任させる 1 41.7.13 [ 
薬学部庶務係長に昇任きせる 1 41. 1. 1 1 

中 島 国 衛

桜 井 雅 楽

奥 野 正 美

助 手
（経済学部1

事 務 員
（経営短期大学部 ）
文 部 事務 官

（経済学部 〉

妙 見

高 森

高 松 正 雄 イア

- 6一
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報 昭和 41年7月

学 内 諸 報

昭和42年度富山大学入学試験科目決まる

7 月22日聞がれた第4回評議会において， 昭和42年度入学者選按方法学力検査実施教斜・斜目が次のとおり決
定され， 各都道府県教育委員会をはじめ関係方面に通知するとともに， 報道機関を通じ広く一般に公表した。

昭和42年度富山大学入学者選抜学力検査実施教科・科目

数｜数 学 I 。 。

数 学 n B 。 。
2 1"-1© 数 学 E

備 考
1 .  表中，111題料日数欄における符号。は指定科目色

符号Oは選沢糾目を示す。
2. 表中， 旧課程措置欄にたける符号Bは新教育課程に

旧教育課程を考慮に入れた出題範囲とし， 符号Cは新
教育課程よりの出題範囲を示す。

学 部 ｜ 工 学

c 

B 

。 。

。 。 。
c i-- 2 c ［ 。

3 c 3 IC 
。

。 。

。 。
Cl一一一一 2 c 2 IC 

3, 数学における商業簿記は， 経済学部志願者のうち，
高等学校の商業に関する課程を卒業（卒業予定者を含
む〉 した者に限り， 数学E Bと振 り替えに選択するこ
とができる。

4. (1）教育学部中学校教員養成課程の音楽， 美術並びに
保健体育専攻を志望 する志願者に限り， 5教税のうち

-7-



第 8 0号

理別に替えて，音業は実技検査 並びに策記試験弘 美 ｜をはじめ，本学の発展に
術並びに保健体育は実技検査を課する。 ｜ 大 き く貢献された。
(2）土記音楽， 美術、，］ �びに保健体育専攻を第2志望とす ｜｜ また， 本年4 月には，
る志願 者については， 5教Hのほか にそれぞれの専攻 ！
に応じi.l）と同じく実技検査等を課する。 i 学術貢献で生存者叙勲．

’勲二等瑞宝章を受章され

レクリェーション委員会開催

昭和41年度本学レクリェーション委員会は， 7月21日午
後1時から職員ホーノレで開かれた。

ている。

葬儀は， 7月10日氏の
自坊である専長寺で横田
学長はじめ関係者多数列

委員会では，専門部会長の選出，各班の行事予定，予算 I I市のもとに，しめやかに

配付の3議案について審議されたが，本年度各専門部会長｜行なわれた。

にはそれぞれ次の諸氏が推され，決定した。
体育部会長 蔵 北 博（文理学部事務官〉
文他部会長 黒 坂 富 治（教育学部教官〉
娯楽部会長 加 藤 昭 作（会計課事務官〉

北陸三大学学生総合体育大会

第1 8回北陸三大学学生総合体育大会は， 7 月 2. 3. 4 の
3日間本学において開催された。

当大会は，福井， 金沢，富山の北陸の3大学が例年持廻
りで会場を受持ち行なっているもので，本学では今回6回
目の当番校にあたる。

職

く住所変更＞
庶務課

事務官 平野 茂良
教育学部

教 諭 水野 昇平
事務官 平野美智子

工 学 部
教務員 水谷 一樹

員

,t.LI, マー

競技は1 .286 名の学生選手の参加のもとに，本学をはじ
めとした県・岱陸上競技場など県下14会場にわかれ，21種目
にわたって行なわれた。

く住所地名・住居表示変更＞
庶務課

事務官 大場 文子
教育学部

助教授 吉田 ｜専
ソ フトポール大 会 工学部

助 手 新井 甲ー

消 ，息

全国公務員レクリェショーン共同事業富山地区ソフトボ
ーノレ大会は， 7 月19. 20の両日，不二越グラウンドで行な
われた。

競技には， 各機関A•Bの2チ｛ムあて出場し， 18チー

ムの間で競われたが，本学Aチームは 2位に入賞した。

主 要 日 誌

競技結果は，次のとお り
1位 建設省国道地理院北陸地方測量部
2位 富山大学Aチーム

｜戸時 隆前学長逝去 ｜

本学前学長梅原真隆氏は， 7月 7日肝硬変のため，京都
府立病院で死去された。 80才。

氏は， 大正3年仏教大学考究院を卒業， 竜谷大学教授，

京都市議会議員，参議院議員，西本願寺勧学寮頭などをつ
とめ，昭和32 年1 2月本学第 3代田学長に就任，昭和36年11
月に辞任されるまで本学五福集中他の基礎を築かれたこと

｜三一＿！＿ I
7月1 日 国立登山センター起工式（芦l掛て！？〉

2日 3大学学生総合体育大会懇談会
3日 第18回北陸三大学学生総合体育大会開会式（市

スポーツセンター〉

4日 学寮補導委員と寮生との懇談会
4～6日 間和41年度前期文部省会計実施監査
5 日 国文協学生問題特別委員会く学士会舘分舘〉
7日 梅原前学長死亡

1 0日 梅原前学長葬儀
11 日 特別健康診断（アイソト｛プ関係に従事する者）

。 親和］会総会
11～14日 昭和42年度施設整備費概算要求内容説明聴
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報
取（名古屋工事事務所〉

12・1 3 日 東海北陸地区国立大学学長会議（金沢大〉

15日 昭和42年度国立学校施設整備費概算要求説明

（教育施設部長室〉

15・1 6日 保険福祉共同事業打合会（鳥羽市〉

18日 第 2回入 学 試験管理委員会

グ 人事関係 事項説明（文部省人事課〉

19日 第 1 回富山県史編きん審議委員会（県民会舘〉

19・20 日 昭和41年度全国公務員R共同事業富山地区

ソフトボーノレ大会（不二越球場〉
21日 レクリェーション委員会

ク 健康保険・厚生年金保険算定基礎届事務連絡会

（県農協会舘ホーノレ〉

22日 第4回評議会
－� 学生就職対策富山県本部の就職懇談会

25日 入学試験問題作成主任委員会

27日 入学者選按方法研究委員会

28 日 附属中学校校舎改築促進委員会結成

29日 全国公務員R共同事業富山地区常任委員会（富

山地方気象台〉

｜文理学部 ｜
7月5日 文部省会計実地位資

1 2日 第12週便業終了

。 宇部予算委員会

// 教授会

イア 人事教授会

14日 選考委員会（生物〉

15目 立山研究室開設

// 学 部図書委員会

16日 学部職業補導委員会
ィア 選考委員会（数学〉

3 0日 文理学部同窓会理事会

｜教育学部｜
7月5日 文部省会計実地監査

6白 人事教授会

8 日 呉山会役員会

11 日 学部補導委員会

13日 教務委員会

// 予算委員会

14日 職業補導委員会

15日 富山県教育委員会の就職説明会

1 6日 学部図書委員会

20日 教授会

｜経済学部｜
7月5日 文部省会計実地監査

昭和41 年7月

7月5日 選考委員会

6 日 職業補導委員会

7 日 人事教授会

’J 第8 回教授会

1 2日 第9回教授会

14日 職業補導委員会

，， 学科新設推進委員会

15日 教務委員会

16 日 第10回教授会

ィア 人事教授会

20日 学制新設推進委員会（学校長等と会談〉
23日 選考委員会

28日 第1 1回教授会

学 部｜
7月5日 文部省会計実地監査

9 日 薬 学 部図書委員会

13日 夏季休業

1 7日 薬 学 部レクリェーション〈二上山， 勝興寺， 氷

見， 国泰寺〉

30 日 日本薬学大会 をかえりみるの会

L��＿！__I 
7月6 日 教度会及び専任教授会

’F 工学部職業補導委員会
// 文部省会言｜実・地監査

13日 工 学 部補導委員会

20日 専任教授会

23日 他学工学斜建物地鎮祭
29日 専任教授会

｜附属図書舘i
7月8 日 図書舘商議会（第 2問〉

22日 時間外聞舘休止

｜経営短期大学部｜
7月 1 日 中島事務長新任

5 日 文部省会計実地監査

1 9日 教官会議

23日 前学 期授業終了
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